
学校教育目標「願いをもち かなえる子」 

 

 

 

 

 

１年生を迎える会 
 ２日（木）に１年生を迎える会が行われました。まず、たてわり班ごと教室に集まり、宝探しゲ

ームを行いました。たてわり班のメンバーの名前が書かれたカードを宝として、教室内を探しまし

た。１年生は、６年生のお兄さんやお姉さんのサポートをもらいながらカードを探しました。次に、

たてわり班ごと学校探検を行いました。たてわり班のメンバーがどんな教室なのか紹介しながら、

１年生を案内してくれました。６年生が様々なアイデアを考え、１年生３６名を温かく迎え入れよ

うと取り組みました。１年生も、６年生や他学年と交流し、楽しく活動する姿が見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童愛育会奉仕作業 
 １８日（土）に奉仕作業が行われました。保護者と子供たちを合わせて約１３０名 

が参加して、学校の環境整備を行いました。草刈り、側溝の砂取り、植木の剪定、 

玄関掃除など、普段、掃除できない場所をきれいにしていただきました。多くの方々 

に参加していただいたことで、子供たちが気持ちよく学習できる環境になりました。 

暑い中、ご参加いただき誠にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回学校運営協議会 
 今年度から宇佐美小中学校でコミュニティ・スクール制度が導 

入され、４月２４日（水）に学校運営協議会が開催されました。 

第１回目の主な議題は、「教育目標及び運営方針」「教育課程の 

編成に関する基本方針」についてです。委員さんからは、学校運 

営について様々な質問や意見をいただきました。今後、保護者や 

地域の方々のお力を借りて教育活動を一層充実させるために「宇 

佐美スクールサポーター」を募集いたします。「地域とともにあ 

る学校づくり」を実現していくためにご協力をお願いします。 

また、昨年度まで行っていた地域教育懇談会は、コミュニティ・スクールを導入するにあたり、

今年度から実施しないことになりましたのでご承知おきください。 

伊東市立宇佐美小学校 
ＮＯ．３ 

令和６年５月２１日（火） 



運動会に向けて 

 ２５日（土）の運動会のスローガンは、「全力 協力 努力 ～みんなで楽しむ運動会～」です。

スローガンを達成するために、子供たちは毎日練習に励んでいます。運動会の種目やルール、メン

バーの決定や走順などについては、学年の発達段階によりますが子供たちの話合いによって決めて

います。これは、学校教育目標「願いをもち かなえる子」の実現に向けて、子供たちの「自治力」

を高めていくことをねらいとしています。自分たちで決めることで、一人一人が願いや思いをもち、

主体的に取り組むことによって達成感や充実感を味わうようにしています。保護者の方もご理解の

ほどよろしくお願いします。 

 また、当日ですが、子供たちの熱中症対策として、児童席にテントを設営 

します。７時３０分から行いますので、ご都合のつく方は体育館前にお集ま 

りください。事故防止のため、軍手をお持ちください。ご協力のほど、よろ 

しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月行事予定 
日 曜 行事等予定 日 曜 行事等予定 

１ 土  16 日  

２ 日  17 月 代表委員会 

３ 月 普日４ 第２ステージ開始 完全下校 13:00 18 火 プール開き 

４ 火 朝の集い きらきらタイム ６年租税教室 教育相談月間  19 水 ３～５組はじめましての会 ともだち号 

５ 水 ２・４年安心教室 ともだち号 20 木 ３～５組サマースクール（お弁当） 

６ 木 ３・５年耳鼻科検診 整理整頓強化日 21 金 ３～５組サマースクール予備日（お弁当） 

７ 金 普日５ 防犯訓練 引き渡し訓練 22 土  

８ 土  23 日  

９ 日  24 月 １５０周年記念碑除幕式・贈呈式 

10 月 委員会 心と体の週間 校納金引落日 25 火 ４年社会科見学 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 

11 火 ６年薬学講座 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 26 水  

12 水 ３年交通教室 27 木 ３年社会科見学 

13 木 縦割り活動 プール清掃 28 金 ６年交通安全リーダーと語る会 

14 金  29 土  

15 土  30 日  

※行事等予定は、変更となることがあります。 

教職員の「児童への指導」や「保護者への連絡」に関するルールについて 

 令和２年９月に静岡県教育委員会から「ハラスメントの防止等に関する指針」が示されまし

た。指針策定の目的は、「学校や職場におけるハラスメントを防止し、児童生徒、教職員、保

護者等の人格が尊重され、その能力を十分に発揮できるような良好な学習環境づくり、職場環

境づくりを推進すること」です。 

 その指針に基づき、市教育委員会の指導のもと、伊東市小学校では「児童への指導」や「ご

家庭への連絡」について、次のルールを定め、実施しています。 

 １ 児童との面談や相談は、校内または保護者在宅時の児童宅で行う 

２ 保護者への個人連絡は、学校の電話から行い、教職員の自宅の電話や携帯電話からは行

わない 

 ３ 児童を自家用車に乗せない 

 指針策定の目的やルールについてご理解いただき、良好な学習環境づくり等にご協力をお願

いいたします。 


